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軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
で
オ
ー
ト
バ
イ
・
軽
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
方
に
納
税
義

務
が
あ
り
ま
す
。
他
の
方
に
譲
っ

た
り
、
廃
車
、
盗
難
に
遭
っ
た
り

し
た
と
き
も
必
ず
届
出
が
必
要
で

す
。
平
成
22
年
４
月
１
日
ま
で
に

そ
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
平
成
22
年
度
も
課
税
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
軽
自
動
車
税
は
月
割
り
課
税
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
年
額
で
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
盗
難
で
抹
消
手
続
き
を

行
う
場
合
に
は
警
察
署
か
ら
の
盗

難
受
理
票
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
車
種
に
よ
っ
て
、
手
続
き
す
る

場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

○
原
付
（
50
㏄
〜 

125
㏄
）

浦
添
市
役
所
市
民
税
課

○
軽
二
輪
（ 

126
㏄
〜 

250
㏄
）
お

よ
び
軽
自
動
車

軽
自
動
車
協
会

☎
８
７
７
│
８
２
７
４

○
二
輪
小
型
（ 

251
㏄
以
上
）

陸
運
事
務
所

☎
０
５
０
│
５
５
４
０
│
２
０
９
１

　　

平
成
22
年
４
月
１
日
よ
り
、
原

動
機
付
自
転
車
（ 

125
㏄
以
下
の
オ

ー
ト
バ
イ
）
お
よ
び
小
型
特
殊
自

動
車
の
登
録
、
名
義
変
更
、
廃
車

等
の
申
請
で
窓
口
に
来
ら
れ
た
方

の
「
本
人
確
認
」
を
行
な
い
ま
す
。

「
本
人
な
り
す
ま
し
」
申
請
を
未

然
に
防
止
し
、
軽
自
動
車
税
の
適

切
な
課
税
の
た
め
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
車
種

原
動
機
付
自
転
車
（ 

125
㏄
以
下
の

オ
ー
ト
バ
イ
）
お
よ
び
小
型
特
殊

自
動
車

※
対
象
と
な
る
申
請

登
録
、
廃
車
、
名
義
変
更
、
番
号

変
更
な
ど
の
申
請
、
廃
車
証
明
書
、

標
識
交
付
証
明
書
の
再
交
付
申
請

な
ど
で
す
。

　

窓
口
で
提
示
い
た
だ
く
「
本
人

確
認
書
類
」
は
官
公
署
が
発
行
し

た
顔
写
真
付
の
書
類
、
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
（
顔
写
真
付
）
等
で
す
。

　

水
道
部
で
は
、
平
成
22
年
度
水

オ
ー
ト
バ
イ
や
軽
自
動
車
の

抹
消
・
名
義
変
更
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

オ
ー
ト
バ
イ
や
軽
自
動
車
の

抹
消
・
名
義
変
更
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

市
民
税
課

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

（
内
線
2
2
1
1
・
2
2
1
2
）

原
動
機
付
自
転
車
等
の
登
録・

廃
車
な
ど
申
請
さ
れ
る
際「
本

人
確
認
」を
行
な
い
ま
す

原
動
機
付
自
転
車
等
の
登
録・

廃
車
な
ど
申
請
さ
れ
る
際「
本

人
確
認
」を
行
な
い
ま
す

市
民
税
課

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

（
内
線
2
2
1
1
・
2
2
1
2
）

資
産
税
課

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

（
内
線
2
2
6
1
〜
2
2
6
5
）

平
成
22
年
度
水
質
検
査
計
画

（
案
）の
公
表

平
成
22
年
度
水
質
検
査
計
画

（
案
）の
公
表

水
道
部　

配
水
課

　

☎
8
7
7
│
8
4
6
2

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

建
築
課　

審
査
係

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

（
内
線
4
6
1
1
〜
4
6
1
4
）

市
民
生
活
課

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

　
　
　
　
　

（
内
線
3
0
1
1
）

老
朽
化
し
た
建
築
物
に
関
す
る

ご
相
談
に
つ
い
て

老
朽
化
し
た
建
築
物
に
関
す
る

ご
相
談
に
つ
い
て

生
涯
学
習
振
興
課　

　

☎
8
7
6
│
1
2
3
4

　
　
　
　
　

（
内
線
6
0
6
1
）

講
師
派
遣
事
業
終
了
の

お
知
ら
せ

講
師
派
遣
事
業
終
了
の

お
知
ら
せ

質
検
査
計
画
（
案
）
を
作
成
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
今
後
も
安
全
な

水
を
供
給
す
る
た
め
に
、
水
道
水

の
水
質
検
査
地
点
、
検
査
項
目
、

検
査
頻
度
等
に
つ
い
て
、
多
方
面

か
ら
検
討
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
水
質
検
査
計
画（
案
）は
、

水
質
の
状
況
や
需
用
者
の
皆
様
か

ら
の
ご
意
見
を
参
考
に
見
直
し
を

行
い
、
よ
り
一
層
安
全
で
安
定
し

た
水
質
管
理
を
行
っ
て
い
く
も
の

で
す
。
こ
の
水
質
検
査
計
画（
案
）

に
対
す
る
皆
様
の
ご
意
見
を
寄
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

公
表
方
法
は
、
浦
添
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
お
よ
び
水
道
部
配
水
課
で

の
配
布
と
な
っ
て
い
ま
す
。

意
見
募
集
期
間　

３
月
31
日
（
水
）

ま
で

　

地
方
税
法
第 

416
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
22
年
度
の
土
地

価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
縦
覧
帳
簿
に
は
、

市
内
に
あ
る
土
地
・
家
屋
の
価
格

等
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で

こ
の
機
会
に
資
産
を
比
較
し
、
ご

自
分
の
資
産
が
適
正
に
評
価
さ
れ

て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
縦
覧
は
期
間
を
過
ぎ
る

と
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

縦
覧
期
間
4
月
1
日
（
木
）〜
4
月

30
日（
金
） 

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

縦
覧
場
所

資
産
税
課
（
市
役
所
２
階
）

縦
覧
が
可
能
な
方

①
固
定
資
産
税
の
納
税
者
・
納
税

管
理
人　

②
代
理
人
（
委
任
状
が
必
要
）

※
本
人
確
認
の
た
め
納
税
通
知
書

ま
た
は
、
運
転
免
許
証
等
の
身
分

が
証
明
で
き
る
も
の
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

平成21年度浦添市文化芸術振興事業「国立劇場おきなわ」活用事業

日時 3月28日(日)
開場：午後2時30分 
開演：午後3時

場所 国立劇場おきなわ 大劇場
チケット販売先 
文化課（あかひらステーションビル２階）
浦添市役所地下売店・浦添市文化協会

問い合わせ　文化課　☎876-1234(内線6212) 

入場料金
一般 前売 

当日 
2,000円
2,500円

高校生以下
前売 
当日 

800円
1,000円

　

消
費
者
相
談
内
容
が
複
雑
・
高

度
化
な
現
状
に
お
い
て
、
市
民
消

費
生
活
の
安
心
・
安
全
を
確
保
す

る
た
め
に
、
左
記
の
と
お
り
消
費

生
活
専
門
相
談
員
に
よ
る
相
談
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。　
　

相
談
日　

毎
週　

火
・
金　

午
前

10
時
〜
午
後
４
時
（
昼
食
時
は
除

く
）

場
所　

市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

※
消
費
生
活
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
、

秘
密
厳
守
で
す
。
こ
れ
ま
で
通
り

市
民
相
談
室
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

○
維
持
保
全　

建
築
物
の
所
有

者
・
管
理
者
は
、
建
築
基
準
法
第

８
条
に
基
づ
き
、
建
築
物
を
常
に

安
全
な
状
態
に
維
持
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
建
築
物
は
年
月
が

経
つ
に
従
い
、
老
朽
化
し
、
本
来

の
性
能
が
低
下
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置

し
て
い
る
と
、
建
築
物
の
耐
久
性

や
安
全
性
に
著
し
く
支
障
を
き
た

し
、
思
わ
ぬ
事
故
が
発
生
す
る
原

因
に
も
な
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
適

切
な
維
持
保
全
を
す
る
こ
と
は
、

事
故
や
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
上
で

も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。 

　

所
有
ま
た
は
居
住
し
て
い
る
建

築
物
に
不
具
合
が
見
つ
か
っ
た
場

合
は
、
専
門
の
建
築
士
に
相
談
し

た
り
、
沖
縄
県
が
設
置
し
た
相
談

窓
口
な
ど
を
活
用
し
た
り
し
て
、

早
め
の
対
策
を
行
う
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。 

各
種
相
談
窓
口 

「
住
ま
い
の
総
合
相
談
窓
口
」

（
沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社
内
）　

　

☎
８
５
８
│
１
３
０
０

「
社
団
法
人
沖
縄
県
建
築
士
事　

　

務
所
協
会
」　

　

☎
８
７
９
│
１
３
１
１

○
定
期
報
告
制
度　

ア
パ
ー
ト
な

ど
不
特
定
多
数
の
人
が
使
用
す
る

建
築
物
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
な

報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

定
期
報
告
と
は
、
建
築
物
が
安

全
な
状
態
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か

を
、
建
築
士
な
ど
の
専
門
家
が
確

認
し
、
そ
の
状
況
を
特
定
行
政
庁

に
報
告
す
る
い
わ
ば
「
建
築
物
の

健
康
診
断
」
で
す
。 

　

あ
な
た
の
財
産
で
あ
る
建
築
物

を
健
全
に
保
つ
た
め
、
定
期
報
告

制
度
を
積
極
的
に
活
用
し
ま
し
ょ

う
。 

浦
添
市
に
お
け
る
定
期
報
告
制
度 

　

定
期
報
告
が
必
要
な
建
築
物
等
、

定
期
報
告
の
時
期
な
ど
、
詳
し
く

は
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(

http://

w
w
w.

city.

urasoe.

lg.

jp/

article.

php/

s200906261

14136220）
を
ご
覧
に
な
る
か

建
築
課
審
査
係
ま
で
お
電
話
く
だ

さ
い
。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま

で
任
意
の
団
体
、
サ
ー
ク
ル
、
学

習
グ
ル
ー
プ
等
を
対
象
に
講
師
の

派
遣
、
あ
る
い
は
講
師
の
謝
礼
金

を
助
成
す
る
講
師
派
遣
事
業
を
平

成
6
年
度
か
ら
実
施
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

現
在
で
は
て
だ
こ
市
民
大
学
の

開
学
、
社
会
教
育
諸
学
級
の
開
設

（
35
ヶ
所
）
、
放
課
後
子
ど
も
教

室
（
39
ヶ
所
）
さ
ら
に
は
、
中
央

公
民
館
等
の
施
設
に
お
け
る
講
座

等
も
多
く
の
市
民
の
活
用
に
よ
り

ま
す
ま
す
内
容
も
充
実
し
て
き
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
平
成

21
年
度
ま
で
実
施
し
て
き
ま
し
た

講
師
派
遣
事
業
は
初
期
の
目
的
を

果
た
し
、
終
了
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
市
教
育
委
員
会
の

諸
事
業
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

「
消
費
生
活
相
談
窓
口
開
設
」

消
費
生
活
相
談
始
ま
る

「
消
費
生
活
相
談
窓
口
開
設
」

消
費
生
活
相
談
始
ま
る

休日納税相談会のご案内
休日納税相談会について
　市税の納付について相談したいと
思うが、平日は仕事等で忙しく、時間
が取れない方など、この機会にご利
用ください。
日時　３月13日（土）・14（日）
　　　午前９時～午後５時15分
場所　市役所２階　納税課
問い合わせ
　　　納税課　☎876－1234
　　　（内線2313～2324）

春の全国火災予防運動春の全国火災予防運動
３月１日（月）～３月７日（日）
「きえるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子」

期　　間
統一標語

　３月１日(月)～７日(日)まで、平成22年春
期全国火災予防運動が実施されます。空気が
乾燥し、火災が起こりやすい次期です。火の
取り扱いには、注意しましょう！
住宅用火災警報器は設置していますか？
住宅用火災警報器は、住宅火災からあなたを
守ります。

問い合わせ  消防本部  予防課  ☎878-3982
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